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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

十
里
木
御
嶽
停
車
場

二

変
更
の
区
間

あ
き
る
野
市
養
沢
字
上
養
沢
千
六
十
二
番
二
地

先
か
ら
同
所
千
六
十
番
一
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
九
月
二
十
九
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

武
蔵
野
狛
江

二

変
更
の
区
間

調
布
市
入
間
町
一
丁
目
三
番
二
地
先
か
ら
同
所

同
番
四
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和7年9月29日（月曜日）東 京 都 公 報（第18397号） ４

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
四
十
七
号

東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
交
通
局
長

堀

越

弥
栄
子

東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
発
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
発
行
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
交
通
局
規
程
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
の
様
式
裏
中
「都

バ
ス

」
を
「都

営
バ
ス

」
に
、
「駅

係
員

」
を
「係
員

」
に
、

「で
き
ま
せ
ん

」
を
「で

き
ま
せ
ん
（
親
子
間
等
も
同
様
で
す
。
）

」
に
、
「当
局
係
員

」
を
「係

員

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
前
に
発
行
し
た
東
京
都
都
営
交
通
無
料
乗
車
券
で
、
こ
の
規
程
の
施
行
の
際
現

に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
そ
の
通
用
期
間
中
な
お
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

訓

令
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
五
号

局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
処
務
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

第
七
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
局
長
が
別
に
定
め
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
局
長
が

決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
庶
務
事
務
担
当
課
の
部
損
害
賠
償
に
関
す
る
こ
と
。
の
項
中
「
三
〇
〇
万
円
以
上
」
を

「
一
、
二
〇
〇
万
円
以
上
」
に
、
「
一
件
二
〇
万
円
以
上
三
〇
〇
万
円
未
満
の
賠
償
金
額
の
事
件
（
二

件
以
上
同
時
処
理
す
る
場
合
は
、
総
額
五
〇
万
円
以
上
三
〇
〇
万
円
未
満
の
も
の
）
」
を
「
一
〇
〇
万

円
以
上
一
、
二
〇
〇
万
円
未
満
の
賠
償
金
額
の
事
件
」
に
、
「
一
件
二
〇
万
円
未
満
の
賠
償
金
額
の
事

件
（
二
件
以
上
同
時
処
理
す
る
場
合
は
、
総
額
五
〇
万
円
未
満
の
も
の
）
」
を
「
一
〇
〇
万
円
未
満
の

賠
償
金
額
の
事
件
」
に
改
め
、
同
表
経
理
事
務
担
当
課
の
部
予
算
に
関
す
る
こ
と
。
の
項
中
「
一
、
〇

〇
〇
万
円
未
満
の
」
を
「
六
億
円
未
満
の
目
間
及
び
」
に
改
め
、
同
部
そ
の
他
の
経
理
事
務
に
関
す
る

こ
と
。
の
項
中
「
五
〇
〇
万
円
以
上
四
、
〇
〇
〇
万
円
未
満
の
物
件
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
万
円
以
上
四

億
円
未
満
の
物
件
」
に
、
「
五
〇
〇
万
円
未
満
の
物
件
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
万
円
未
満
の
物
件
」
に
改

め
、
同
表
工
事
事
務
担
当
課
の
部
工
事
に
関
す
る
こ
と
。
の
項
及
び
工
事
の
受
委
託
に
関
す
る
こ
と
。

の
項
中
「
六
億
円
」
を
「
九
億
円
」
に
改
め
、
同
表
全
課
の
部
契
約
の
協
議
解
除
に
関
す
る
こ
と
。
の

項
局
長
決
定
の
欄
、
部
長
決
定
の
欄
及
び
課
長
決
定
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

１

局
長
決
定
に
係
る
契
約

の
協
議
解
除

１

部
長
決
定
に
係
る
契
約

の
協
議
解
除

１

課
長
決
定
に
係
る
契
約

の
協
議
解
除

別
表
第
二
各
部
及
び
各
事
業
所
共
通
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
六
号

局

内

一

般

各

事

業

所

東
京
都
水
道
局
多
摩
水
道
改
革
推
進
本
部
処
務
規
程
（
平
成
十
四
年
東
京
都
水
道
局
訓
令
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
水
道
局
長

山

口

真

第
七
条
第
一
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を

第
五
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
一
、
〇
〇
〇
万
円
」
を
「
六
億
円
」
に
、
「
節
間
」
を
「
目
間
及
び

節
間
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
四
、
〇
〇
〇
万
円
」
を
「
四
億
円
」



（第18397号）東 京 都 公 報令和7年9月29日（月曜日）５
に
、
「
一
億
五
、
〇
〇
〇
万
円
」
を
「
六
億
円
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
中
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
項
第
十
号

中
「
六
億
円
」
を
「
九
億
円
」
に
、
「
九
億
円
」
を
「
十
二
億
円
」

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
中
「
重
要

な
」
を
「
特
に
重
要
な
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同

項
中
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
消
）

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
７
号

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
式
変
電
設
備
等
の
基
準
（
昭
和
５０年

１０月
東
京
消

防
庁
告
示
第
１１号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
９
月
２９日

東
京
消
防
庁

消
防
総
監

市
川

博
三

第
１
項
第
３
号
中
「
等
不
燃
性
」
を
「
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

不
燃
性
」
に
改
め
る
。

第
２
項
第
１
号
イ
ア
中
「
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
又
は
こ
れ
と
同
等

以
上
の
耐
火
性
能
を
有
す
る
床
に
設
置
す
る
も
の
の
床
面
部
分
を
除

く
。
）
」
を
削
り
、
「
２.３ミ

リ
メ
ー
ト
ル
」
の
次
に
「
（
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
耐
火
性
能
を
有
す
る
床
に
設
置

す
る
も
の
の
床
面
部
分
に
あ
っ
て
は
、
１.６ミ

リ
メ
ー
ト
ル
）
」
を

加
え
、
同
号
イ
イ
中
「
特
定
防
火
設
備
を
い
う
。
」
の
次
に
「
以
下

同
じ
。
」
を
加
え
、
同
号
ウ
イ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

な
お
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
不

燃
性
の
材
料
で
造
っ
た
堅
固
な
基
礎
、
架
台
等
に
外
箱

を
設
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
、
架
台
等
の
高
さ

を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
２
項
第
２
号
ア
イ
中
「
⑴
、
イ
（
ウ
を
除
く
。
）
に
準
ず
る
ほ

か
」
を
削
り
、
ｂ
を
ｆ
と
し
、
ａ
を
ｅ
と
し
、
同
号
ア
イ
に
ａ
か
ら

ｄ
ま
で
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ａ
外
箱
の
材
料
は
鋼
板
と
し
、
そ
の
板
厚
は
屋
外
用
の

も
の
に
あ
っ
て
は
２.３ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
屋
内
用

の
も
の
に
あ
っ
て
は
１.６ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
防
火
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ｂ
外
箱
の
開
口
部
（
ｅ
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
部
分
を

除
く
。
）
に
は
、
特
定
防
火
設
備
で
あ
る
防
火
戸
が
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
計
器
用
の
ぞ
き
窓
を

有
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
部
分
を
防
火
戸
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

ｃ
外
箱
か
ら
の
電
線
の
引
出
し
口
は
、
金
属
管
又
は
金

属
製
可
と
う
電
線
管
（
２
種
金
属
製
可
と
う
電
線
管
に

限
る
。
）
を
容
易
に
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ｄ
外
箱
に
は
直
径
１０ミ

リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丸
棒
が
入

る
よ
う
な
穴
又
は
隙
間
が
な
い
こ
と
。

第
２
項
第
２
号
イ
イ
中
「
⑴
、
イ
（
ウ
を
除
く
。
）
」
を
「
ア
、

イ
（
ｅ
及
び
ｆ
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
第
３
号
イ
中
「
⑴
、

イ
（
ウ
を
除
く
。
）
」
を
「
⑵
、
ア
、
イ
（
ｅ
及
び
ｆ
を
除

く
。
）
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
７
年
１０月

１
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事
完
了
の

届
出
に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
虎
ノ
門
・
麻
布
台
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
工
事
完
了
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
虎
ノ
門
・
麻
布
台
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

理
事
長

板
垣

浩

港
区
麻
布
台
一
丁
目
七
番
三
号

二

対
象
事
業
の
名
称

虎
ノ
門
・
麻
布
台
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

三

工
事
着
手
の
年
月
日

平
成
三
十
年
五
月
一
日

四

工
事
完
了
の
年
月
日

令
和
七
年
八
月
二
十
二
日

五

届
出
日

令
和
七
年
九
月
十
一
日

土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
２６年

政
令
第
３４２号

）
第
６
条
の
２

の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
５
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、

下
記
の
と
お
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
。

な
お
、
通
知
書
は
、
当
委
員
会
事
務
局
審
理
課
に
保
管
し
、
通
知
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を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も
交
付
す
る
。
受
領
し
な
い
と
き
は
、

令
和
７
年
１０月

２０日
の
終
了
を
も
っ
て
そ
の
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と

み
な
さ
れ
る
。

令
和
７
年
９
月
２９日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

記

１
事
件
名

令
和
７
年
第
４
号
及
び
令
和
７
年
第
４
号
の
２

東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
幹
線
街
路
環
状
第
４
号
線
の
た
め
の

土
地
収
用
事
件

２
通
知
書
の
名
称

審
理
の
開
催
に
つ
い
て
（
通
知
）

３
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

住
所

不
明

た
だ
し
、
土
地
登
記
簿
上
の
住
所
は
、
東
京
都
新
宿
区

市
谷
冨
久
町
６０番

地

氏
名

佐
藤

鈴
子

４
公
示
に
よ
る
通
知
に
係
る
土
地
の
所
在
及
び
地
番

東
京
都
新
宿
区
富
久
町
６０番

１６４

５
公
示
に
よ
る
通
知
に
係
る
掲
示
の
事
実

⑴
掲
示
さ
れ
て
い
る
場
所

東
京
都
庁
内
の
総
務
局
掲
示
板
（
第
一
本
庁
舎
１
階
南
側
）

⑵
掲
示
を
始
め
た
年
月
日

令
和
７
年
９
月
２９日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


